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各   位 

長岡信用金庫    

理事長 佐藤 光一 

 

成年後見制度関連手続き共通化の開始について 

 

長岡信用金庫は、お客さまの利便性向上を目的として、下記の新潟県内に本店を置く

他の金融機関と「成年後見制度関連手続きの共通化」を開始することとなりましたので

お知らせいたします。 

 

記 

 １. 本取り組みの目的 

  ・これまで、複数の金融機関にご預金等の資産をお持ちの場合、同じ成年後見制度

関連手続きであっても金融機関によって書類の様式や記入方法、ご提出いただく

確認書類が異なるなど、手続きが煩雑でお客様のご負担になっておりました。 

  ・本取り組みは、このようなお客様のご負担を軽減するため、新潟県内に本店を置

く 11の金融機関で手続きの取扱いを共通化し、県民の皆様の利便性の一層の向

上を図ることを目的に実施するものです。 

  

 ２. 本取り組みを実施する金融機関 

業態 名  称 実施日 

銀行  株式会社第四北越銀行、株式会社大光銀行 2024年４月１日（月） 

信用金庫 長岡信用金庫  

信用組合 新潟縣信用組合、興栄信用組合、はばたき信用組合 

協栄信用組合、巻信用組合、新潟大栄信用組合、 

ゆきぐに信用組合、糸魚川信用組合 

2024年10月１日（火） 

 

３. 共通化の概要※ 

  ・お客さまからご記入いただく「成年後見制度に関する届出書」の共通化 

  ・お客さまからご提出いただく確認書類（登記事項証明書等）の共通化 

 ※（お取引の内容によっては各金融機関で取扱が一部相違する場合もございます。） 

 

 ４. 実 施 日  令和６年10月1日（火） 

以 上 

 【本件についてのお問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

長岡信用金庫 営業推進部   担当 ： 加藤 

住所 ： 〒940-8660 長岡市大手通2-4-7 

電話 ： 0258-36-4344    FAX ： 0258-36-4348 

E-mail ： shinkin@nagaoka-shinkin.com 

mailto:shinkin@nagaoka-shinkin.com

